
修学旅行の引率業務等に従事する函館市立学校職員の勤務時間 

の割振り等に関する要領 

 

第１ 趣旨 

 この要領は，函館市立学校管理規則（昭和３３年７月１０日函館市教育委員会規

則第１号）第５１条の規定に基づき，修学旅行の引率業務等に従事する函館市立学

校の職員に対し，校長および園長（以下「校長」という。）が行う勤務時間の割振

り等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

第２ 定義 

１ この要領において，「修学旅行の引率業務」とは，文部科学省が公示する学習

指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事のうち，函館市立学校修学旅行実施要

領に基づき実施する宿泊研修および見学旅行ならびに函館市教育委員会が主催す

る特別支援学級に在籍する児童または生徒の合同宿泊学習において，児童または

生徒を引率する業務をいう。 

２ この要領において，「文化祭（学校祭）等の業務」とは，文部科学省が公示す

る学習指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち，文化祭（学

校祭・学芸会），音楽祭（合唱祭）または学習発表会の実施日に行う業務をいう。 

３ この要領において，「体育祭（運動会）等の業務」とは，文部科学省が公示す

る学習指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち，

体育祭（運動会），競技大会または競技会の実施日に行う業務をいう。 

４ この要領において，「事前準備業務」とは，「文化祭（学校祭）等」，「体育

祭（運動会）等」，「入学式・卒業式等」または「対外運動競技等の当番校」の

実施日前２週間以内において，当該行事の実施に関わって幼児，児童または生徒

が行う練習や準備の指導，監督業務のほか，会場設営や大道具，小道具等の準備

などの業務で，かつ，あらかじめ予定して行う業務をいう。 

 ５ この要領において，「登校時の通学指導業務」とは，学校保健安全法第２７条

に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち，

児童生徒の登校時の安全指導・安全管理のため，校務として従事する街頭での

指導業務をいう。 

６ この要領において，「校区内巡視業務」とは，学校保健安全法第２７条に基

づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち，地域

の祭典等における児童生徒の安全指導・安全管理のため，公務として従事する

校区内での巡視業務をいう。 

７ この要領において，「現場実習の引率業務」とは，文部科学省が公示する特

別支援学校学習指導要領に規定する産業現場等における実習（産業現場等にお



ける実習を他の教科等と合わせて実施する場合の作業学習を含む）において，

生徒を引率する業務をいう。 

８ この要領において，「家庭訪問の業務」とは，児童生徒の学校や家庭での状

況について，各家庭を訪問して保護者や児童生徒と面談を実施する業務のうち，

自校の教育計画に位置付けられ，あらかじめ予定して行う業務をいう。 

９ この要領において，「教育相談の業務」とは，保護者や児童生徒と面会して

児童生徒への指導について相談する業務のうち，自校の教育計画に位置付けら

れ，あらかじめ予定して行う業務をいう。 

10 この要領において，「入学者選抜の業務」とは，函館市教育委員会が実施す

る入学者選抜（選考）に係る業務のうち，学力検査および面接等選考の実施日

の業務，その前日の準備業務，採点業務および合否判定業務をいう。 

11 この要領において，「保護者等を対象とした説明会等の業務」とは，保護者

や地域住民等の職員以外の学校関係者を対象とした説明会や懇談会等のうち，

自校の教育計画に位置付け，公務として行う業務で，あらかじめ予定して行う

業務をいう。 

12 この要領において，「幼児・児童生徒の引率業務」とは，自校の教育活動と

して幼児，児童または生徒を引率する業務のうち，本要領における「修学旅行

の引率業務」および「現場実習の引率業務」を除く業務をいう。 

13 この要領において，「入学式・卒業式等の業務」とは，文部科学省が公示す

る学習指導要領に規定する儀式的行事と位置付けて行う行事の実施日に行う業

務をいう。 

14 この要領において，「対外運動競技等の当番校業務」とは，北海道学校職員

等の特殊勤務手当に関する条例第 12 条第１項第３号に規定する「人事委員会が

定める対外運動競技等」のうち，自校の幼児，児童または生徒が参加する対外

運動競技等について，自校が当番校となり，対外運動競技等の実施日に行う当

番校業務をいう。 

15 この要領において，「校外での実習・学習活動に関する打合せ等業務」とは，

自校の教育計画に位置付けている児童生徒が行う校外での実習・学習活動に関

し，あらかじめ予定して，職員以外の者と打合せなどを行う業務をいう。 

16 この要領において，「進路指導に関する業務」とは，入学者選抜のために提

出する自校の児童生徒の調査書・推薦書等の出願書類，就職に係る推薦および

選考のために提出する自校の卒業予定者の調査書等の応募書類を作成する業務

および入学者選抜や就職のために実施する児童生徒の面接指導の業務で，あら

かじめ予定して行う業務をいう。 

第３ 対象職員および対象業務 



１ 対象職員 

  この要領の規定は，函館市立学校に勤務する校長，教頭，主幹教諭，教諭，養

護教諭，栄養教諭，助教諭，養護助教諭，講師（常勤の者および地方公務員法

（昭和２５年法律第 261 号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

める者に限る。）に適用する。 

２ 対象業務（この要領において「修学旅行の引率業務等」という。） 

（１）修学旅行の引率業務 

（２）文化祭（学校祭）等の業務 

（３）体育祭（運動会）等の業務 

（４）文化祭（学校祭）等，体育祭（運動会）等，入学式・卒業式等または対外運

動競技等の当番校の事前準備業務 

 （５）登校時の通学指導業務 

 （６）校区内巡視業務 

 （７）現場実習の引率業務 

（８）家庭訪問の業務 

（９）教育相談の業務 

（10）入学者選抜の業務 

（11）保護者等を対象とした説明会等の業務 

（12）幼児・児童生徒の引率業務 

（13）入学式・卒業式等の業務 

（14）対外運動競技等の当番校業務 

（15）校外での実習・学習活動に関する打合せ等業務 

（16）進路指導に関する業務 

第４ 勤務日の設定等 

 １ 校長が，修学旅行の引率業務等に従事する職員（以下「担当職員」という。）

に対し，当該業務を行う日の属する週を含む４週の期間を定め，当該期間におけ

る週休日が８日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。こ

の場合において，当該担当職員の勤務日は，引き続き１２日を超えてはならない

ものとする。 

２ 校長は，担当職員に対し，１に規定する４週の期間における勤務時間が１週間

当たり平均３８時間４５分となるように勤務時間を割り振らなければならない。 

３ 校長は，担当職員に対し，１の規定により４週の期間における勤務時間の割振

りを定めたときは，当該４週の期間の初日から起算して７日前（特別な事情があ

る場合は前日）までに別記様式１および別記様式２により，当該担当職員に勤務

時間の割振りの結果を通知するものとする。ただし，別記様式１により制度の適



正な運用が確保され，かつ，当該担当職員が勤務時間の割振り結果を充分了知で

きると判断した場合は，別記様式２の作成を省略できるものとする。 

第５ 修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りの留意事項 

 １ 修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りは，１時間または１

５分を１単位として，原則，幼児，児童または生徒が活動を予定している時間の

範囲内で行うものとする。この場合において１回の勤務に割り振ることのできる

時間は，１６時間以内とし，１日の勤務時間が６時間を超えるときは少なくとも

４５分，８時間を超えるときは少なくとも１時間の休憩時間を，それぞれ勤務時

間の途中に置かなければならない。 

 ２ 校長は，午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務時間を割り振ることは

できない。 

第６ 出勤簿の表示 

 １ 日曜日または土曜日以外の日を週休日とした場合は，出勤簿の当該日の欄に

「勤務不要」の表示をするものとする。 

 ２ 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は，出勤簿

の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。 

   附 則 

 この要領は，平成２４年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は，平成２４年９月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は，平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成３０年２月９日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 



この要領は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式１ 

修学旅行の引率業務等に従事する職員に係る勤務時間割振り簿 

 

割振りを行う４週の期間  

年 月 日（ ）から 

年 月 日（ ）まで 

 

職名  氏名  

勤務時間の 

割振り該当日 
勤務時間 休憩時間 

勤務 

時間数 

勤務時間 

数増減 
対象業務 備考 

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

年 月 日( ) 
時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時 分 から 

 時 分 まで 

時間  分 時間  分   

記載上の注意 

１ 「修学旅行の引率業務等に従事する職員に係る勤務時間一覧表」（別記様式２）を作成し，この様式に添

付して保管・保存すること。ただし，要領第４の３ただし書きのとおり校長が判断した場合は，別記様式

２の作成を省略することができる。 

２ 「割振りを行う４週の期間」の欄には，要領第４の１の規定により定めた４週の期間を記入すること。 

３ 「勤務時間の割振り該当日」の欄には，要領第４の１の規定により定めた４週の期間内において，通常割

り振られている勤務時間と異なる勤務時間の割振りを行う日を記入すること。 

４ 「勤務時間」，「休憩時間」，「勤務時間数」および「勤務時間数増減」の欄には，それぞれの日に割り

振られた勤務時間，休憩時間，勤務時間数および通常割り振られている勤務時間との増減を記入すること。 

５ 「対象業務」の欄には，要領第３の２（１）～（16）の該当する業務番号を選択し，記入すること。 

６ 「備考」の欄には，「勤務不要」，「割振無し」の場合にその旨記載すること。また，週休日の振替を行

った場合は，振替先の月日を記入すること。 



別記様式２ 

修学旅行の引率業務等に従事する職員に係る勤務時間一覧表  
 

 曜   日        １週間の 

勤務時間 

 

 

 

第１週 

日   付         

勤 務 時 間         

休   憩         

勤務時間数 

増      減 

        

備   考         

 

 

 

第２週 

日   付         

勤 務 時 間         

休   憩         

勤務時間数 

増      減 

        

備   考         

 

 

 

第３週 

日   付         

勤 務 時 間         

休   憩         

勤務時間数 

増      減 

        

備   考         

 

 

 

第４週 

日   付         

勤 務 時 間         

休   憩         

勤務時間数 

増      減 

        

備   考         

 ４週間の合計勤務時間数        時間    分 

（注）１  「勤務時間」及び「休憩」欄には、それぞれの日に割り振られた    

勤務時間および休憩時間の時間数を記入すること。   

   ２ 「勤務時間数増減」＝「勤務時間」の時間数－「通常の勤務時間数」  

 


